
（参考） 

○ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)（抄） 

(自治紛争処理委員) 

第二百五十一条 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は

普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のう

ち都道府県の機関が行うもの(以下本節において「都道府県の関与」という。)に関する審査及びこの法

律の規定による審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。 

２ 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道

府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事

件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。 

３～５ （略） 

 

(調停) 

第二百五十一条の二 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があると

きは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるもの

にあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は

職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付す

ることができる。 

２ （略） 

３ 自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由

を付してその要旨を公表することができる。 

４ （略） 

５ 自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣又は都道府県知事の

同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を公表することができる。 

６ （略） 

７ 第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣又は都道府県

知事に提出されたときに成立するものとする。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、直

ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。 

８ （略） 

９ 自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者及

び関係人の出頭及び陳述を求め、又は当事者及び関係人並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、

紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。 

１０ （略） 

 

○ 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)（抄） 

(調停) 

第百七十四条の六 総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により当

事者の申請があつた場合において、事件を調停に付することが適当でないと認めるときは、その旨を当

事者に通知しなければならない。 

２ 総務大臣又は都道府県知事は、地方自治法第二百五十一条の二第一項の規定により事件を自治紛争処

理委員の調停に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者

にこれを通知しなければならない。 

３ （略） 


